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１６ 健康教育
近年、社会環境や生活様式の変化は、児童生徒の心身の健康に様々な影響を及ぼしており、

児童生徒の体力・運動能力の低下、薬物乱用、性の問題行動、様々な要因による心の健康問

題、各種の感染症やアレルギー疾患などの健康課題に加え、交通事故や児童生徒が被害者と

なる事件、さらには、地震や台風などの自然災害への対応などの課題が指摘されています。

各学校においては、これらの課題に適切に対処するため、学校体育、学校保健、学校給食

及び学校安全のそれぞれの領域が、独自の機能を担いつつ相互に関連を図りながら、児童生

徒の健康の保持増進を図る健康教育を一層推進していく必要があります。

健康教育の実施に当たっては、体育、保健体育の授業はもとより、関連教科、特別活動、

総合的な学習（探求）の時間など、学校の教育活動全体を通じて適切に行われるよう、児童

生徒や地域の実態に応じた全体計画を作成し、計画的、継続的に指導することが大切です。

地域や学校の

実態
体育・健康に関する指導のねらい

生涯を通じて健康・安全で活力

ある生活を営む態度の育成

健康・安全に

関する指導

健康・安全に

関する自発的

自治的な活動

学校の教育目標

・児童生徒の体力

・児童生徒の心身の健康状態

総合的な学習

（探求）の時間
道徳 特 別 活 動

教育課程外

の活動

運動領域

体育分野

科目体育

保健領域

保健分野

科目保健

体 育 科

保健体育科

関連教

科

健康安全・

体育的行事

学  級   活  動

ホームルーム

活    動

児 童 会 活 動

生 徒 会

活   動

ク ラ ブ

部 ・ 局

活   動

学校行事

学校における体育・健康に関する指導



－182－

学校体育は、生涯にわたって運動やスポーツを豊かに実践していくとともに、現在及び将

来の体力の向上を図る実践力の育成に向け、児童生徒が自ら進んで運動に親しむ資質・能力

を身に付け、生涯にわたり楽しく明るい生活を営むための基礎づくりを目指すものです。

このため、体育科・保健体育科の教科指導の充実を図ることはもとより、総合的な学習（探

求）の時間の福祉・健康、特別活動における学級（ホームルーム）活動の健康・安全に関す

る指導、学校行事の健康安全・体育的行事、児童会（生徒会）活動、クラブ活動、運動部活

動などにおける体育に関する活動を積極的に推進することが大切です。

１ 学 校 体 育

体力・運動能力の向上 ※小・中学校

体力は、人間の活動の源であり、健康の維持のほか意欲や気力といった精神面の充実に大き
く関わっており、「生きる力」の重要な要素です。子どもたちの体力の低下は、社会全体の活
力に影響を及ぼす恐れがあることから、学校生活や家庭生活を通じ、日頃から運動に親しませ、
あらゆる活動の基礎となる体力をしっかりと身に付けさせることが重要です。
このため、子どもたちの体力・運動能力を的確に把握、分析し、学校としての体力・運動能

力向上のための方策（体力向上プラン）を計画するとともに、学校全体としての取組を進め、
その成果を検証するといった検証改善サイクルを充実させることが必要です。
各学校においては、体育科・保健体育科の授業で児童生徒が目標や振り返りを意識し、学習

活動を通して運動の楽しさや達成感を味わうことができるよう指導の充実を図ることはもとよ
り、全国体力・運動能力、運動習慣等調査等を活用して児童生徒の体力の状況を的確に把握し、
学校全体で体力・運動能力の向上のための目標などを設定した体力向上プランをもとに、体育
的行事や学級（ホームルーム）活動などの特別活動、運動部活動など、学校の教育活動全体を
通じて、体育に関する活動を積極的に推進することが大切です。特に、運動機会の不足しがち
な冬季間においても体力の向上が図られるよう、屋外や屋内の活動を工夫することが重要です。
また、学校での取組の充実はもとより、保護者と連携を図り児童生徒の運動習慣の定着に向

けた取組を推進したり、学校の教育活動以外の運動機会の確保や外部指導者の活用の促進を図
ったりするなど、家庭や地域との連携を図り、地域社会全体で児童生徒の体力の向上に向けた
取組を充実させることが大切です。

○ これからの社会を生きる児童（生徒）に、健やかな心身の育成を図ることは極めて重要である。体力

は人間の活動の源であり、健康の維持のほか意欲や気力といった精神面の充実に大きく関わっており、

「生きる力」を支える重要な要素である。

○ 体育に関する指導については、積極的に運動する児童（生徒）とそうでない児童（生徒）の二極化傾

向が指摘されていることなどから、生涯にわたって運動やスポーツを豊かに実践していくとともに、現

在及び将来の体力の向上を図る実践力の育成を目指し、児童（生徒）が自ら進んで運動に親しむ資質・

能力を身に付け、心身を鍛えることができるようにすることが大切である。

○ 各学校において、体育・健康に関する指導を効果的に進めるためには、全国体力・運動能力、運動習

慣等調査などを用いて児童（生徒）の体力や健康状態等を的確に把握し、学校や地域の実態を踏まえて、

それにふさわしい学校の全体計画を作成し、地域の関係機関・団体の協力を得つつ、計画的、継続的に

指導することが重要である。

○ また、体育・健康に関する指導を通して、学校生活はもちろんのこと、家庭や地域社会における日常

生活においても、自ら進んで運動を適切に実施する習慣を形成し、生涯を通じて運動に親しむための基

礎を培うとともに、児童（生徒）が積極的に心身の健康の保持増進を図っていく資質・能力を身に付け、

生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮することが大切である。

【小学校学習指導要領（平成29年告示）解説 総則編 第３章 第１節 ２の(3)健やかな体】

【中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 総則編 第３章 第１節 ２の(3)健やかな体】
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【体育・保健体育授業の充実】
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【体育活動中の事故防止等について】 
 
 運動やスポーツは、その特性上、事故が発生する危険性を常に有していることから、学校

では、日頃から活動場所や設備、用具等の安全点検を実施するとともに、児童生徒の体力や

技能等を踏まえた指導計画を立案し、常に安全に配慮しながら指導を行うなど、児童生徒の

安全確保の徹底を図ることが重要です。 

 ついては、次に掲げる「検証の観点」及び体育活動中の事故防止に向けた「チェックリス

ト」を参考にし、実施する取組については、実施前に安全管理や安全指導の在り方を再確認

するとともに、必要に応じて実施内容を改善するなどして、児童生徒の安全確保の徹底を図

ることが重要です。 
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学校保健は、「心身ともに健康な国民の育成」（教育基本法）の基礎をなすものであり、「児

童生徒が現在及び将来にわたって、健康で安全な生活を営むための必要な能力や態度の育成」

を目指して行われる学校の教育活動であり、保健教育と保健管理、そして両方の活動を円滑

に進めるための組織活動から構成されています。

(1) 学校保健の目標等について

ア 保健教育

保健教育は、児童生徒一人一人が将来の健康生活に必要な基礎的・基本的な事項を理解

し、身近な健康問題に気付き、健康な生活を実践できる能力や態度を育成することを目標

としています。

イ 保健管理

保健管理は、児童生徒や教職員の健康が学校教育における学習能率の向上やよりよい教

育活動の推進に欠くことのできないものであることから、多数の児童生徒が集団生活を送

る場所として、人的にも物的にも健康に適した環境を維持することを目標としています。

対人管理は、「心身の管理」と「生活の管理」を、対物管理は、児童生徒の学習や生活

の場としての「学校環境の管理」を取り上げます。

２ 学 校 保 健

○ 関連教科（体育科、保健体育科、生活科、理科、家庭科、技術・家庭科、道徳科等）
○ 総合的な学習（探求）の時間

学級活動・ホームルーム活動
○ 特別活動 学校行事

児童会活動・生徒会活動、クラブ
○ 保健室における個別指導や日常の学校生活での指導

○ 健康観察  ○ 健康診断（保健調査）
○ 健康相談  ○ 保健指導
○ 疾病予防  ○ 生活習慣の形成
○ 救急処置（応急手当等）

○ 健康生活の実践状況の把握及び規正
○ 学校生活の管理

・健康に適した日課表の編成
・休憩時間等の遊びや運動
・学校生活の情緒的雰囲気

○ 学校環境の安全・衛生的管理
・学校環境衛生検査（定期、日常）とその事後措置
・施設設備の衛生管理及び安全点検

○ 学校環境の美化等情操面への配慮
・校舎内外の美化
・学校環境の緑化
・学校環境の整備

○ 教職員の組織、協力体制の確立（役割の明確化）
○ 家庭との連携
○ 地域の関係機関・団体との連携及び学校間の連携
○ 学校保健委員会
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ウ 組織活動

学校保健活動が円滑に進められ、成果を上げるためには、教職員が役割を分担して活動

を組織的に推進することができるような協力体制を確立するとともに、家庭や地域の関係

機関と連携するための学校保健に関する組織活動の充実が大切です。

学校保健に関する組織活動には、学校内における組織活動、学校保健に必要な校内研修、

家庭や地域社会との連携、学校保健委員会（学校における健康の問題を研究協議し、健康

づくりを推進する組織）などがあります。

○学校保健委員会活性化のための方策

・学校保健委員会の活動を進めるに当たっては、学校医、学校歯科医、学校薬剤師等を

委員として加え、専門的見地からの指導、助言を受けるとともに、保護者や地域の保

健関係機関等との連携を図るなど、児童生徒の健康課題を解決するのにふさわしい機

能的な組織となるようにする。

・学校保健計画の立案及び実施に当たっては、学校保健委員会の意見を求めるとともに、

会議の開催及び運営に当たっては、学校保健計画に位置付け、定期的な開催となるよ

うにする。

・議題については、児童生徒の現状や心身の健康課題を捉え、解決に向けた協議を行い、

協議された事項は、実践に移すようにする。 など

(2) 健康診断について

学校における健康診断は、家庭における健康観察を踏まえて、学校生活を送るに当たり

支障があるかどうかについて疾病をスクリーニングし、健康状態を把握すること及び健康

課題を明らかにして健康教育に役立てることを目的に実施されます。

健康診断は、学校保健安全法の規定に基づいて実施されており、学校における保健管理

の中核をなすものです。また、学習指導要領解説特別活動編において健康安全・体育的行

事として例示されており、教育活動として実施されるという一面もあります。

児童生徒の健康状態については、全道的には依然として、むし歯のある者の割合や肥満

傾向児の出現率が高いことに加え、ぜん息やアトピー性皮膚炎、食物アレルギーの者の割

合も増加傾向にあることから、学校医や学校歯科医、各診療科の専門医と連携を図りなが

ら、事後措置を継続するなど、きめ細かな指導が求められます。

◆◇ 健康診断実施上の配慮 ◇◆

健康診断を実施する際は、児童生徒が安心して受けることができるよう、次のような配
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慮を行うことが必要です。

・ほかの児童生徒等に診察を見られたり、結果を知られたりするなどのことがないよう、

ついたて等の物や人の配置を工夫する。

・内科検診や心電図検査等、衣服を脱いで実施するものは、全ての校種・学年で男女別に

実施する。

・健康診断結果の処理や活用の際に、個人が特定される情報が外部に漏れたりすることが

ないよう、健康診断票等の個人情報の管理に十分配慮する。

◆◇ 色覚の検査 ◇◆

学校における色覚の検査については、児童生徒の健康診断の必須項目ではありませんが、

次のような対応の推進が求められています。

・児童生徒等が自身の色覚の特性を知らないまま就職試験等において不利益を受けること

がないよう、保健調査に色覚に関する項目を新たに追加するなどして、より積極的に保

護者等へ周知すること。

・学校医による健康相談において、児童生徒や保護者の事前の同意を得て個別に検査、指

導を行うなど、必要に応じて、適切な対応ができる体制を整えること。

・教職員が、色覚異常に関する正確な知識をもち、学習指導、生徒指導、進路指導等にお

いて、色覚異常について配慮を行うとともに、適切な指導を行うよう取り計らうこと。

◆◇ 疾病や障がい等を有する児童生徒に関する情報共有 ◇◆

アレルギー疾患や心臓病、腎臓病、色覚異常など、疾病や障がいを有する児童生徒が安

心して学校生活を送るためには、教職員間で情報を共有するとともに、児童生徒や保護者

と随時相談できる体制を整備して、日常的な健康観察・指導を行う必要があります。

【対応の流れ】

・当該児童生徒や保護者の意向等を十分に確認するとともに、個人情報に配慮し、年度当

初の職員会議や学年会議等において、全教職員もしくは関係職員で情報共有（守秘）す

る。

・疾病や障がい等の程度により、ほかの児童生徒への周知が必要な場合は、当該児童生徒

や保護者の意向等を十分に確認しながら周知する。

・当該児童生徒への対応の仕方について校内委員会等で検討し、職員会議などを通して全

教職員に周知する。（必要に応じて、主治医や学校医と連携する。）
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(3) 健康に関する現代的課題について

近年の児童生徒の生活習慣の乱れや、心の健康問題、性の問題行動、薬物乱用、感染症

などの新たな課題に適切に対応するためには、早期発見・早期治療（二次予防）はもとよ

り、健康的な生活行動を実践するという一次予防が重要であり、指導の充実を一層図って

いくことが必要です。

ア 心の健康問題

北海道教育委員会が、平成28年度に北海道学校保健審議会及び北海道大学大学院に依頼

して行った調査の結果、本道の児童生徒については、「抑うつ傾向や躁傾向、自閉傾向を

示す児童生徒が一定の割合で存在すること」、「自分に対する肯定的な評価についてが、学

年が進むに従って低くなる傾向にあること」、「死や自殺について考えたり、実際に死のう

としたことがあると回答した児童生徒もいる」などの課題が明らかになりました。

そのため、学校においては、命を大切にする教育の充実に努めることはもとより、児童

生徒の発する様々なサインに気付くことができる立場にある養護教諭が中核的な役割を果

たしながら、学級担任をはじめ、保護者や学校医、スクールカウンセラーなどと連携し、

日頃の健康観察を充実させ、児童生徒の身体症状や行動の変化を見逃さないようにするな

ど、心の健康問題の早期発見に務めること、さらには、必要に応じて医療関係者、福祉関

係者など地域の関係機関と連携し、早期の相談や受診を促すなど、支援体制を整備するこ

とが大切です。

また、授業をはじめ、様々な学習活動において、「わかった」「できた」という達成感や

成就感を感じる経験を積ませるとともに、共感的な人間関係を育む環境づくりに努める中

で、児童生徒が自分の良さを自覚し、自己肯定感を高める指導に努めることが重要です。

イ がん教育

日本人の死亡原因として最も多いがんについて、がんそのものの理解やがん患者に対す

る正しい認識を深める教育は不十分であると指摘されています。学校教育を通じてがんに

ついて学ぶことにより、児童生徒が健康に対する関心をもつとともに、正しく理解し、適

切な態度や行動をとることができるようにすることが求められます。

学校におけるがん教育は、がんについて正しく理解することができるようにすること、

健康と命の大切さについて主体的に考えることができるようにすることを目標としてお

り、がん教育を進めるに当たっては、健康教育の一環として学校教育活動全体で推進する

こと、児童生徒の発達の段階を踏まえること、外部講師の参加・協力など関係機関と連携

すること、小児がんや家族にがん患者がいる児童生徒を把握し配慮することなどに留意す
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る必要があります。

ウ 薬物乱用防止教育

本道における少年（20歳未満）の薬物乱用事犯は、平成30年以降の検挙人数が15名以上

を推移していること、近年の薬物乱用事犯の検挙状況を見ると、令和３年に大麻事犯の検

挙人数は、全体の８割以上を占めていることなど、薬物乱用に関する青少年への広がりが

懸念されることから、学校においては、薬物乱用防止教育を教育活動の中に位置付け、計

画的、組織的に取り組む必要があります。知識・理解を通して児童生徒に「薬物乱用はゼ

ッタイしない」という規範意識を育てるとともに、ロールプレイングなどにより誘われた

ときにどう断るかという意思決定や行動選択などの実践力を育成することが求められてい

ます。

また、警察職員、麻薬取締官ＯＢ、学校薬剤師等の専門家の協力のもと、「薬物乱用防

止教室」を開催するなど関係機関との連携を図ることが重要です。

エ 性に関する指導

近年、情報化社会の進展により、様々な情報の入手が容易になるなど、児童生徒を取り

巻く環境が大きく変化しています。このため、児童生徒が健康情報や性に関する情報等を

正しく選択して適切に行動できるようにすることが課題となっています。

学校における性に関する指導は、学習指導要領に示された内容に基づいて実施すること

が重要です。指導に当たっては、児童生徒の発達の段階を踏まえること、学校全体で共通

理解を図ること、家庭・地域との連携を推進し保護者や地域の理解を得ること、集団指導

と個別指導の連携を密にして効果的に行うことなどに配慮する必要があります。

オ 感染症対策

学校は、児童生徒等が集団生活を営む場であるため、感染症が発生した場合は、感染が

拡大しやすく、教育活動にも大きな影響を及ぼすことになるため、感染症対策には特に注

意が必要です。

近年においては、新型コロナウイルス感染症、感染性胃腸炎（ノロウイルスを含む）、

インフルエンザ、麻しん、風しん、腸管出血性大腸菌Ｏ157による食中毒の発生などへの

対応が求められています。

そのため、日頃から、児童生徒の疾病異常の早期発見・事後措置などの保健管理と手洗

いの励行などの発生防止のための保健教育に取り組み、感染症が発生した場合には時機を

失することなく、学校医や保健所などと連携して対応する必要があります。
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感染症の予防について

○学校において予防すべき感染症の種類（学校保健安全法施行規則第18条参照）

第一種…感染症予防法の一及び二類感染症（ジフテリア、エボラ出血熱など）

第二種…飛沫感染するもので、児童生徒等の罹患が多く、学校において流行を広げる可能性

が高い感染症（インフルエンザ、麻しんなど）

第三種…学校教育活動を通じ、学校おいて流行を広げる可能性がある感染症（腸管出血性大

腸菌感染症、流行性角結膜炎など）

○感染症予防の三原則 ①感染源の隔離 ②感染経路の遮断 ③免疫・抵抗力の増強

カ 学校環境衛生への対応

学校においては、児童生徒の健康を保持増進し、学習能率の向上を図るため、健康的で

快適な学習環境を整備することが求められており、学校保健安全法に定められた学校環境

衛生基準に基づき、毎学年定期に環境衛生検査を行うとともに、日常的に点検を行い、環

境衛生の維持または改善を図る必要があります。

また、建物の高断熱・高気密化が進んでいる一方で、室内の換気が十分に行われていな

いなどにより、建材などから発散するホルムアルデヒドやトルエン、キシレンなどの揮発

性有機化合物等による健康への影響（シックハウス症候群）が問題となっています。

シックハウス症候群様の症状が見られる児童生徒については、学校等と連携を図り、個々

の児童生徒の実態を把握し、支障なく学校生活を送ることができるよう個別の配慮をする

など適切に対応する必要があります。

(4) 養護教諭と保健室について

児童生徒の健康課題の多様化により、医療機関などとの連携や特別な配慮を必要とする

児童生徒が多くなっていることに加え、いじめや児童虐待などの早期発見・早期対応、特

別支援教育において期待されている役割など、養護教諭は現代的な健康課題の解決に向け

て重要な責務を担っています。

保健室は、健康診断、救急処置、健康相談、保健指導等、児童生徒の心と体の健康づく

りの場として、学校保健センター的役割が一層求められています。

こうしたことを踏まえ、養護教諭は各種法令、当該学校の教育目標及び学校保健の目標

などを受け、児童生徒等の健康の保持増進を図ることを目的に、保健室経営計画を作成し、

教職員及び保護者等へ周知するとともに、理解や協力を得ながら、教育活動の一環として

計画的・組織的な保健室経営に努めることが大切です。
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